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（１）審議概観

第176回国会において本委員会に付託さ

れた法律案は、内閣提出６件（すべて衆

議院先議）、本院議員提出１件、衆議院提

出１件（総務委員長提出）の合計８件で

あった。内閣提出法律案及び衆議院提出

法律案はいずれも可決し、本院議員提出

法律案は継続審査となった。

また、本委員会付託の請願はなかった。

〔法律案の審査〕

公務員制度 一般職の職員の給与に関す

る法律等の一部を改正する法律案は、人

事院の給与改定に関する勧告にかんがみ、

一般職の国家公務員の俸給月額及び期

末・勤勉手当の額を引き下げるとともに、

当分の間、55歳を超える職員への俸給月

額の支給を1.5パーセント減額する等の措

置を講じようとするものである。特別職

の職員の給与に関する法律等の一部を改

正する法律案は、一般職の国家公務員に

準じ、特別職の職員の給与の額を引き下

げようとするものである。国家公務員の

育児休業等に関する法律等の一部を改正

する法律案は、人事院の意見の申出にか

んがみ、一定の国家公務員及び地方公務

員の非常勤職員について、仕事と生活の

両立を図る観点から、育児休業等をする

ことができるようにするものである。

これら３法律案は、委員会において一

括して議題とされ、公務員に対する労働

基本権付与の検討状況、人事院勧告を超

える給与削減の具体的方策とスケジュー

ル、公務員の定員純減及び国の出先機関

改革の必要性等について質疑が行われた。

質疑終局後、みんなの党から、一般職給

与法改正案に対し、当分の間、指定職を

除く職員の俸給月額を５パーセント、指

定職の職員の俸給月額を10パーセント減

額すること等を内容とする修正案が提出

された。討論の後、順次採決の結果、一

般職給与法改正案は、修正案が賛成少数

により否決された後、多数をもって原案

どおり可決された。特別職給与法改正案

は多数をもって、公務員育児休業法改正

案は全会一致をもって、いずれも原案ど

おり可決された。なお、公務員育児休業



法改正案に対し附帯決議が付された。

地方税財政 平成二十二年四月以降にお

いて発生が確認された口蹄疫に起因して

生じた事態に対処するための手当金等に

ついての個人の道府県民税及び市町村民

税の臨時特例に関する法律案は、平成22

年４月以降において発生が確認された口

蹄疫に起因して生じた事態に対処するた

めの手当金等の交付を受けた個人につい

て、当該手当金等の交付により生じた所

得に係る道府県民税及び市町村民税の所

得割の額として政令で定める額を免除し

ようとするものである。

委員会においては、衆議院総務委員長

原口一博君から趣旨説明を聴取した後、

採決の結果、本法律案は全会一致をもっ

て原案どおり可決された。

地方交付税法等の一部を改正する法律

案は、平成22年度一般会計補正予算によ

り増額された同年度分の地方交付税１兆

3,126億円のうち、１兆126億円を、平成23

年度分の地方交付税の総額に加算して交

付することができることとするとともに、

3,000億円を平成22年度において交付する

こととし、これに対応して平成22年度分

の普通交付税の額の算定に用いる「雇用

対策・地域資源活用臨時特例費」の単位

費用の改定等を行おうとするものである。

委員会においては、片山総務大臣から

趣旨説明を聴取した後、自由民主党から

平成22年度分の地方交付税に係る平成21

年度の決算剰余金に伴う精算増5,758億円

について、その全額を平成22年度に交付

するための措置等を講じようとする修正

案が提出され、その趣旨説明を聴取した。

続いて、原案及び修正案について、地方

交付税１兆円の翌年度への繰越しと緊急

経済対策との関係、地方交付税3,000億円

の増額の意味とその経済効果、経済対策

の地方財政に対する影響、ひも付き補助

金の一括交付金化に関する懸念等につい

て質疑が行われた。討論の後、修正案は

賛成少数により否決され、原案が多数を

もって可決された。

情報通信 放送法等の一部を改正する法

律案は、通信・放送分野におけるデジタ

ル化の進展に対応した制度の整理・合理

化を図るため、放送法、電波法及び電気

通信事業法について、各種の放送形態に

係る制度を統合するとともに、無線局の

免許及び放送業務の認定制度の弾力化等

を行おうとするものである。なお、衆議

院において日本放送協会の経営委員会の

構成員に会長を加える改正を行わないも

のとすること等の修正が行われた。

高度テレビジョン放送施設整備促進臨

時措置法の一部を改正する法律案は、デ

ジタルテレビジョン放送の送信設備等の

整備を引き続き促進するため、平成22年12

月31日とされている法律の廃止期限を平

成27年３月31日まで延長しようとするも

のである。

委員会においては、両法律案を一括し

て議題とし、大相撲取材関連不祥事への

ＮＨＫの対応、放送事業者に対する業務

停止命令規定の運用の在り方、地上放送

デジタル化に向けた取組の強化等につい

て質疑が行われた。討論の後、順次採決

の結果、放送法等改正案は多数をもって、

高度テレビジョン放送施設整備促進臨時

措置法改正案は全会一致をもって、いず

れも原案どおり可決された。

〔国政調査〕

10月19日、行政制度、地方行財政、消

防行政、情報通信行政等の諸施策に関す



る件について片山総務大臣から、郵政改

革に関する件について自見国務大臣から

発言があった。また、一般職の職員の給

与等についての報告及び給与等の改定に

ついての勧告等に関する件について江利

川人事院総裁から説明を聴いた。

10月21日、行政制度、地方行財政、消

防行政、情報通信行政等の諸施策に関す

る件、郵政改革に関する件並びに一般職

の職員の給与等についての報告及び給与

の改定についての勧告等に関する件につ

いて、給与実態に関する人事院と国税庁

の類似する調査の差異及びその意義、標

準税率未満団体に対する起債許可に係る

総務省の判断基準と調査事項、ユニバー

サルサービス維持の観点での検討が十全

ではない郵政改革への懸念、地域主権改

革による住民自治の強化と間接民主制と

の関係、国家公務員総人件費２割削減の

見通し、公務員の不正経理防止対策に関

する新法制定の必要性、国の出先機関改

革に対する今後の取組方針、一括交付金

化による補助金削減への懸念、民間との

イコールフッティングと郵政のユニバー

サルサービス確保の両立等の質疑を行っ

た。

11月11日、行政制度、公務員制度、地

方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵

政事業等に関する調査を行い、集中豪雨

により被災した奄美地域への早期激甚災

害指定の必要性、公務員人件費の削減に

向けた具体的見通し、新たな高齢者医療

制度案における地方負担の在り方、地上

テレビ放送完全デジタル化対策、地方交

付税制度の在り方、地方自治体における

臨時・非常勤職員の処遇改善、宝くじの

諸課題の改革等について質疑を行った。

（２）委員会経過

○平成22年10月19日(火)（第１回）

理事を選任した。

理事の辞任を許可し、補欠選任を行った。

行政制度、公務員制度、地方行財政、選挙、

消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査

を行うことを決定した。

行政制度、地方行財政、消防行政、情報通信

行政等の諸施策に関する件について片山総務

大臣から説明を聴いた。

郵政改革に関する件について自見国務大臣か

ら説明を聴いた。

一般職の職員の給与等についての報告及び給

与の改定についての勧告等に関する件につい

て江利川人事院総裁から説明を聴いた。

○平成22年10月21日(木)（第２回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

行政制度、地方行財政、消防行政、情報通信

行政等の諸施策に関する件、郵政改革に関す

る件及び一般職の職員の給与等についての報

告及び給与の改定についての勧告等に関する

件について片山総務大臣、自見国務大臣、鈴

木総務副大臣、逢坂総務大臣政務官、森田総

務大臣政務官、江利川人事院総裁、竹島公正

取引委員会委員長及び政府参考人に対し質疑

を行った。

〔質疑者〕

藤末健三君（民主）、片山さつき君（自民）、

山崎力君（自民）、中西祐介君（自民）、

魚住裕一郎君（公明）、寺田典城君（みん）、

山下芳生君（共産）、片山虎之助君（日改）

平成二十二年四月以降において発生が確認さ

れた口蹄疫に起因して生じた事態に対処する

ための手当金等についての個人の道府県民税

及び市町村民税の臨時特例に関する法律案

（衆第２号）（衆議院提出）について提出者

衆議院総務委員長原口一博君から趣旨説明を

聴いた後、可決した。

（衆第２号）



賛成会派 民主、自民、公明、みん、共産、

日改

反対会派 なし

○平成22年11月11日(木)（第３回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

風水害対策に関する件、公務員人件費の削減

に関する件、新しい高齢者医療制度における

地方負担に関する件、地上デジタル放送移行

対策に関する件、地方交付税制度に関する件、

自治体における臨時・非常勤職員等の処遇に

関する件、宝くじ問題に関する件等について

片山総務大臣、東内閣府副大臣、鈴木総務副

大臣、平岡総務副大臣、逢坂総務大臣政務官

及び政府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

吉川沙織君（民主）、礒崎陽輔君（自民）、

藤川政人君（自民）、石川博崇君（公明）、

寺田典城君（みん）、山下芳生君（共産）、

片山虎之助君（日改）

○平成22年11月19日(金)（第４回）

地方交付税法等の一部を改正する法律案（閣

法第13号）（衆議院送付）について片山総務

大臣から趣旨説明を聴いた後、同法律案に対

する修正案について修正案提出者参議院議員

礒崎陽輔君から説明を聴いた。

○平成22年11月25日(木)（第５回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を

改正する法律案（閣法第15号）（衆議院送付）

特別職の職員の給与に関する法律等の一部を

改正する法律案（閣法第16号）（衆議院送付）

国家公務員の育児休業等に関する法律等の一

部を改正する法律案（閣法第17号）（衆議院

送付）

以上３案について片山総務大臣から趣旨説明

を聴き、同大臣、蓮舫国務大臣、鈴木総務副

大臣、江利川人事院総裁及び政府参考人に対

し質疑を行い、討論の後、いずれも可決した。

〔質疑者〕

片山さつき君（自民）、石川博崇君（公明）、

寺田典城君（みん）、山下芳生君（共産）、

片山虎之助君（日改）

（閣法第15号）

賛成会派 民主、公明、日改

反対会派 自民、みん、共産

（閣法第16号）

賛成会派 民主、公明、共産、日改

反対会派 自民、みん

（閣法第17号）

賛成会派 民主、自民、公明、みん、共産、

日改

反対会派 なし

なお、国家公務員の育児休業等に関する法律

等の一部を改正する法律案（閣法第17号）（衆

議院送付）について附帯決議を行った。

放送法等の一部を改正する法律案（閣法第７

号）（衆議院送付）

高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置

法の一部を改正する法律案（閣法第６号）（衆

議院送付）

以上両案について片山総務大臣から趣旨説明

を、放送法等の一部を改正する法律案（閣法

第７号）（衆議院送付）の衆議院における修

正部分について修正案提出者衆議院議員黄川

田徹君から説明を聴いた。

地方交付税法等の一部を改正する法律案（閣

法第13号）（衆議院送付）及び同法律案に対

する修正案について修正案提出者参議院議員

礒崎陽輔君、片山総務大臣、鈴木総務副大臣

及び逢坂総務大臣政務官に対し質疑を行い、

質疑を終局した。

〔質疑者〕

山崎力君（自民）、魚住裕一郎君（公明）、

寺田典城君（みん）、山下芳生君（共産）

○平成22年11月26日(金)（第６回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

参考人の出席を求めることを決定した。

放送法等の一部を改正する法律案（閣法第７

号）（衆議院送付）

高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置

法の一部を改正する法律案（閣法第６号）（衆

議院送付）

以上両案について片山総務大臣、平岡総務副

大臣、参考人日本放送協会理事吉国浩二君及

び同協会理事今井環君に対し質疑を行った。

〔質疑者〕



山本一太君（自民）、魚住裕一郎君（公明）、

寺田典城君（みん）

地方交付税法等の一部を改正する法律案（閣

法第13号）（衆議院送付）について討論の後、

可決した。

（閣法第13号）

賛成会派 民主、公明、日改

反対会派 自民、みん、共産

放送法等の一部を改正する法律案（閣法第７

号）（衆議院送付）

高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置

法の一部を改正する法律案（閣法第６号）（衆

議院送付）

以上両案について片山総務大臣及び平岡総務

副大臣に対し質疑を行い、討論の後、いずれ

も可決した。

〔質疑者〕

山下芳生君（共産）、片山虎之助君（日改）

（閣法第７号）

賛成会派 民主、自民、公明、みん、日改

反対会派 共産

（閣法第６号）

賛成会派 民主、自民、公明、みん、共産、

日改

反対会派 なし

○平成22年12月３日(金)（第７回）

郵政民営化の確実な推進のための日本郵政株

式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株

式の処分の停止等に関する法律を廃止する等

の法律案（参第４号）の継続審査要求書を提

出することを決定した。

行政制度、公務員制度、地方行財政、選挙、

消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査

の継続調査要求書を提出することを決定し

た。

閉会中における委員派遣については委員長に

一任することに決定した。


